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１　本書の特徴

本書は，日本と韓国の労使関係制度，特に賃

金決定制度を，これまでの比較労使関係・比較

政治経済研究の成果をふまえて，体系的に比較

したものである。日本語および英語文献の先行

研究の多くは，韓国労使関係の発展を説明する

ため，日本の労使関係の事例やそれを一般化し

た仮説（例えば内部労働市場論）を参照してい

る。しかし本書のように，韓国と日本の労使関

係を，その歴史的変遷，国家の労働政策，労働

市場構造などを含めた形で体系的に比較した研

究はこれまでなかったと思われる。また，労使

関係制度を体系的に比較した先行研究をみる

と，欧米やオセアニア諸国間を比較分析したも

のが中心である。Ｒ．ドーアの研究のように欧

米とアジアの比較研究も存在するが，経済発展

形態や，労使関係制度が相対的に類似した東ア

ジア諸国どうしの研究はいままでほとんどなか

ったといえる。その意味で，本書は，東アジア

における比較労使関係研究の先駆的役割を果た

し，この分野に重要な貢献をしたといえる。

２　構成と内容の紹介

本書の構成は，以下の通りである。序章と第

１章は，それぞれ問題関心・研究方法と，先行

研究レビュー・分析枠組を示す。第２章と第３

章は，日本と韓国それぞれの賃金決定制度の歴

史的変遷を労働組合，経営者，政府間の相互関

係を通じて検証する。第４章は日韓の事例の違

いを，政府の労働政策，（政）労使関係制度，

労働市場構造の比較を通じて分析する。そして，

第5章は，本書の議論を簡潔にまとめている。

イ・ミンジン氏の論点を評者なりにまとめる

と，次のようになる。日本と韓国の労使関係制

度はどちらも企業レベルに分権化しているが，

賃金決定制度における労使関係アクター（労働

組合，経営者，政府）間および内部の調整の程

度が二国間で大きく違う。調整の度合が高い日

本の制度は，調整の度合が低い韓国の制度に比

べ，賃金の抑制，低いインフレ率・失業率とい

う面で良好な経済パーフォーマンスに結びつい

ている。著者の問題関心は，なぜ日本で労使関

係アクター間・内部の高度な調整が可能で，韓

国でそれが達成できないのかということであ

る。第1章は，このような論点・問題関心の理

論的背景として，賃金決定制度とマクロ経済パ

ーフォーマンスの相関関係を比較する先行研究

を整理する。欧米諸国の比較を中心としたこの

分野の研究について，著者は３つのアプローチ

を指摘する。第1に，賃金決定制度が集権化す

るほど賃金抑制が起こりやすくなり，良好な経

済パーフォーマンスに結びつくとする，ブルノ

とサクス（Bruno and Sachs）に代表されるネ

オ・コーポラティズム論である。第２に，カム

フォースとドリフィル（Calmfors and Driffill）

に代表される「コブ型関係」論で，賃金抑制お

よび良好な経済パーフォーマンスは，賃金決定

制度が高度に集権化しているか，逆に市場圧力

に直接さらされる程度に分権化されている場合

に起こりやすいとする，ネオ・コーポラティズ

ム論とネオ・リベラリズム論の折衷アプローチ

である。第３に，第２のアプローチの批判から

生まれた，ソスキス（Soskice）に代表される，

賃金決定における調整メカニズムに注目するア
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プローチである。すなわち，賃金交渉が行われ

るレベルだけでなく，労使関係アクター間・内

部で行われている公式・非公式な調整が，賃金

抑制および良好な経済パーフォーマンスの重要

な条件であるとする。最初の２つのアプローチ

が，日本の労使関係を分権化したシステムと捉

えているのに対し，ソスキスは日本の制度を交

渉は分権化しているものの高度な調整が行われ

ているシステムと特徴づける。著者の日韓の比

較分析枠組は，主に第3のアプローチに依拠す

る。

第２章は，日本の事例をあつかう。1955年の

春闘開始から70年代初めまでの高度成長期，70

年代半ば以降の低成長期，それぞれについての

賃金決定制度を，パターンセッターの変化，産

別間・経営者間の調整，政府の賃金政策などに

焦点をおいて検証する。高度成長期，春闘の制

度化とともに同一産業内の賃上げ額の平準化が

進み，その過程で組合間の連携，企業間の情報

交換が活発化した。しかし，賃金交渉は企業レ

ベルに分権化しており，労使関係アクター間や

内部の調整の程度は，後の低成長期に比べると

低かったといえる。第一次オイルショックの影

響で74年春闘の賃上げ率が30％を超えると，政

府や経営者がコスト・プッシュインフレを懸念

して連携を強め，労働運動内部にも賃上げ抑制

を支持する意見，いわゆる「社会契約的」労働

運動が民間労組の組合幹部の間に出てきた。低

成長期の賃金決定制度は，賃上げ率が15％以下

に抑えられた75年春闘以降定着した。その特徴

は，IMF-JC4単産の連携強化を通じての「民間

の輸出部門の準拠による賃金決定システムの確

立」，ストを伴わない「一発回答」方式の定着，

「八社懇」の結成による経営側の連携強化，労

働組合政策の賃金上昇から政策・制度要求への

シフト，産労懇を通じての労働組合の政府に対

する発言などである。さらに，鉄鋼労連大手五

社における「巡回折衝」，自動車総連における

「産業労使会議」，電機労連における「電機産業

労使会議」などにみられるように，産業レベル

における労使間の調整が高度化した。著者は，

これを産業レベルでの実質的な「交渉」と特徴

づける。このように，低成長期の賃金決定制度

においては，ソスキスが指摘するような政労使

間および内部の調整機能が高まり，労使関係は

企業別交渉を維持したものの，「企業レベルを

越え」た実質的な「集権化」も進行したとされ

る。このような「高度な調整」の帰結として，

金属４単産の春闘での要求・交渉スケジュー

ル・妥結の統一化や，産業レベルにおける「大

手企業間の平均水準」により調整された「経済

整合的」な賃上げなどがあげられている。

第3章は，韓国の事例を扱う。政治経済体制

の大きな変化に合わせて，1960－70年代，

1980－86年，1987年以降の３つの時期に分けて

賃金決定制度の検証を行う。これら３つの時期

を通じて，韓国政府は国際競争力に悪影響をお

よぼす賃金上昇を防ぐため賃金決定に介入的な

政策をとったが，政策が労働市場の圧力により

充分な効果を持たなかったり，政府の政治的判

断により介入を緩和する場合もあった。また，

賃金交渉における政府主導の傾向が強かったた

め，労使間または内部の調整機能があまり発達

しなかった。

第１の時期については，政府は60年代後半に

起こった大幅な賃金上昇に対処するため，69年

に生産性に基づいた賃上げガイドラインを提示

した。さらに60年代末期に争議が多発したこと

から，71年末の「国家非常事態」により抑圧的

政策へ転換した。しかし，維新体制への国民の

反発や，労働運動の戦闘化傾向への対応という

政治的配慮から，政府は賃金の抑制を74年に緩

和した。70年代後半，熟練労働者をめぐる「企

業間の人材スカウト競争」という労働市場要因
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により賃金上昇が起こった。政府はコストプッ

シュ・インフレを防止するため77年以降所得政

策の強化を図ったが，労働市場の逼迫と経営者

間の調整が機能しなかったため，所得政策は効

果を持たなかったとされる。第２の時期（80－

86年）においては，政府は経済への介入政策を

控えたものの，「金融団による企業賃上げ指導」

や，抑圧的な政策による企業別賃金交渉制度の

定着により，所得政策が実質的に行われた。そ

して，賃金上昇は生産性上昇範囲に抑えられた。

この時期，賃金交渉時期が３－４月に集中化し

たが，日本の春闘のようなパターンセッターの

形成や賃上げの平準化には結びつかなかった。

第３の時期は，87年の「民主化宣言」による労

働組合結成自由化に始まる。賃上げをめぐる争

議が爆発的に増加したが，これは80年代前半に

鬱積した「経済成長の配分から労働者が相対的

に疎外されていたという意識」が労組結成，ス

トライキという形で表面化したためである。さ

らに80年代後半，労働市場が逼迫していたため，

賃上げ率が急激に上昇した。そのため，政府は

90年に所得政策を復活させ，賃上げの妥結額を

抑制したが，実際の賃金上昇額が妥結額を上回

るという賃金ドリフトが起こった。政府は93年

以降，労働組合に賃金抑制を上から押しつける

というこれまでの政策姿勢を，西ヨーロッパ諸

国のネオ・コーポラティズムを参考にした「社

会的合意政策」に転換した。93，94年と労使代

表または政労使代表のあいだで賃上げや経済・

労働政策についての合意が中央レベルで形成さ

れ，一定の賃金抑制効果を持ったものの，95年

から労働側代表の韓国労総は不参加を表明し

た。このような政府の所得政策や中央レベルの

労使合意にかかわらず，企業別に行われる賃金

交渉の産業内または産業間の調整は行われなか

った。

第４章は，日本と韓国の事例を比較し，日本

と韓国は企業に分権化した労使関係制度で共通

するものの，なぜ企業レベルにおける賃金交渉

の調整機能に違いが生じるのか分析をする。分

析の切り口は，政府の労働政策，マクロ・コー

ポラティズムの制度化，労働市場構造，ローカ

ル組合の「賃上げ圧力」の度合である。まず，

政府の政策に関しては，韓国の抑圧的な労働政

策と，日本の非抑圧的な労働政策を対比し，そ

の違いを説明する要因として韓国経済の対外依

存性（輸出に頼る度合）が日本より高いことを

あげる。第２にコーポラティズム制度について，

著者は，日本の「社会契約的」労働運動や産労

懇の機能強化とそれを通じての労組の政策参加

を「マクロ・コーポラティズムの形成」と捉え

る。一方，韓国でマクロ・コーポラティズムが

形成されなかった理由として，中央交渉に参加

した韓国労総が労働側の利益を独占的に代表す

る力量を持っていなかったこと（傘下組合の反

発，非韓国労総系組合の存在）や，政府が賃金

抑制を合意した労使に対して政策的な「政治的

交換」をすることに消極的であったことなどを

あげている。第３に労働市場構造については，

労働市場需給関係が賃金決定におよぼす影響が

二国間において異なることが指摘されている。

日本では内部労働市場と長期安定雇用が形成さ

れ，さらに正規と非正規労働者への労働市場の

二重化が進んだ。そのため，労働需要が逼迫し

た場合，市場圧力は内部労働市場・労働市場の

二重構造というバッファーに介在されるため，

賃金上昇への影響は弱まる。一方韓国では，内

部労働市場が形成されず，企業は雇用拡大また

は縮小を外部労働市場の労働力に頼って行った

ため，需給関係が直接賃金決定に影響をおよぼ

した。第４に，ローカル組合の「賃上げ圧力」

の比較は，ソスキスの分析視角を日韓の事例に

あてはめたものである。ソスキスによると，分

権化された労使交渉において，ローカル組合
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（企業別組合）の「インセンティブ構造」の違

いによって，組合の「賃金決定行動」が長期的

または短期的になる。日本の場合，第一次オイ

ルショック以降の低成長期の「インセンティブ

構造」は，雇用確保または安定であり，企業別

組合は企業の市場競争力の維持を優先した長期

的視点から賃金要求を抑制したとされる。一方，

韓国の組合の「インセンティブ構造」は，組合

の賃金要求行動を短期的なものにする。その理

由として，労働者の賃金水準に対する強い不満

（賃金上昇が物価上昇に比べ低いこと，生産性

向上への協力が正当に評価されていないという

意識），企業の内部昇進に関してブルーカラー

とホワイトカラーの間の格差が大きいためブル

ーカラー労働者が企業内でのキャリア上昇に展

望を持てないことがあげられている。

３　本書へのコメント

書評の冒頭で述べたように，イ・ミンジン氏

の研究は韓日労使関係の体系的な比較研究とし

ては先駆的なものであり，比較労使関係の分野

に大きな貢献をしたと評価できる。本書は韓日

比較によって，国家政策や一国の経済が国際経

済に依存している度合が労使関係制度の形成や

労働組合の行動に大きな影響をおよぼすことを

浮き彫りにした。すなわち，彼女の比較研究は，

比較労使関係の分析枠組にマクロ的視点を取り

込むことの重要性を示唆する。

本書について３つのコメントを述べるが，評

者の韓国労使関係についての知識が限られてい

るため，日本の事例に偏ることをご容赦願いた

い。第１に，著者は日本について，75年以降労

使関係における労使間および労使内部の調整が

高度化し，産業レベルでの労使協議制度の拡充

や，産労懇を通じての労働組合の政策参加など，

企業レベルの労使関係を補完する形でネオある

いはメゾ・コーポラティズム制度が発展したと

論じる。しかし，このような労使関係の展開が

労使関係の集権化に結びついたかどうかは議論

の余地がある。例えば，新川敏光は「産労懇は

労相の一諮問機関に止まり，いかなる意味でも

国策を左右する権限を持たなかった」とし，組

織力の面からみると労働運動の影響力はむしろ

低下していると論じている（新川，1993：222，

230頁）。また，産業レベルの労使協議の拡充に

ついて，著者は鉄鋼労連の「大手巡回折衝」は

「実態は『交渉』に近い性格を持っている」（67

頁）と指摘するが，松崎義は「巡回折衝」につ

いて「あくまでも非公式な折衝の域をでず，労

資合意にもとづく一種の慣行として存在」する

ものであり，労使交渉の場というより「一発回

答」の水準を予測するために組合が情報収集す

る場としての性格が強いと指摘する（松崎，

1982：268－271）。すなわち，メゾあるいはマ

クロ・レベルで行った労使や政労使の折衝また

は協議を「交渉」と呼ぶことができるほど，労

使関係が集権化したのかについて疑問視する見

解もあり，著者はそのような研究にも言及すべ

きであったのではないか。

第２に，本書がカバーした時期（90年代初め

まで）以降において，労使関係における調整機

能が良好な経済パーフォーマンスに結びつくと

いう本書の主要な論点が，日本の事例に関して

成り立たなくなっているのではないだろうか。

90年代半ば以降も，春闘におけるJCをパター

ン・セッターとした賃金決定の調整メカニズム

は依然続いているし，労働組合は雇用確保を賃

上げより優先して賃上げ要求の抑制を行ってい

る。しかし，「平成不況」の深刻化により経済

パーフォーマンスは悪化している。さらに，日

経連は近年，賃上げの産業間・内部の調整とい

う春闘の役割を批判し，「自社型賃金決定論」

などの労使関係の分権化を主張している。すな

わち経営側は，労使関係を市場圧力に直接さら
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される程度に分権化して，カムフォースとドリ

フィルが主張した「コブ型関係」の一方の極に

労使関係を近づけることで経済パーフォーマン

スの向上を目指しているといえないだろうか。

第3に，韓国の労使関係について触れたい。

本書は，「開発独裁政権のもと労働運動は厳し

く抑圧されていた」という韓国労働運動につい

ての日本で一般化した見解を修正し，70年代の

維新体制においても労働運動は経済要求の分野

で一定の活動を行ったことを示したことに意義

がある。しかし，政府の労働運動に対する抑圧

的政策の背景として，対外依存度が高い経済と

賃金抑制による国際競争力維持の必要性という

経済的要因のみをあげ，北朝鮮と韓国の政治的

緊張関係という政治的要因に触れなかったこと

に不満が残る。また著者は，90年代におけるネ

オ・コーポラティズムの失敗の理由の１つとし

て，賃金抑制に対する政府による政策的代償の

提供が確実でなかったことをあげている。しか

し，著者は日本でも「社会契約的」労働運動は

『契約なき自制』で『政府の確固たる（生活・

制度要求に対する）約束は得られなかった』と

指摘している。そのため，比較分析のうえでは

政策的代償の提供の欠如が失敗の理由とはなら

ないのではという疑問が生じる。むしろ，労働

組合幹部の政府に対する不信感の有無が要因で

はないだろうか。

コメントでいくつかの批判点，疑問点をあげ

たが，本書は日本や韓国の労使関係研究者には

必読の書である。さらに，比較労使関係研究者

に広く読まれるように，本書を英訳することを

勧めたい。

（李 珍（イ・ミンジン）著『賃金決定制度の

韓日比較――企業別交渉制度の異なる実態』，

梓出版社，2000年3月，viii＋264頁，3000円＋

税）
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